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株式分割並びに定款の一部変更

 

当社は、平成29年５月15日開催の取締役会において、

伴う定款の一部変更について決議いたしましたので、お知らせいたします。

 

 

１． 株式分割の目的 

当社は、債務超過の確実な解消と将来的な成長・企業規模拡大のため、また、支配株主の持

株比率も高まっていることから、今後の機動的な資本増強も視野に入れて、

り株式の流動性の向上・維持を

金額の引き下げにより、小口の投資を好む方などより多くの投資家層にリーチし

を問わず幅広い投資家層の拡大を図ることを目的として実施いたします。

 

２． 株式分割の概要 

（１）分割の方法 

平成29年６月30日（金曜日）を基準日として株主の所有する普通株式を、１株につき、

株の割合をもって分割いたします。

 

（２）分割により増加する株式数

   ① 平成29年３月31日現在の当社の

   ② 今回の株式分割により増加する株式数

   ③ 株式分割後の発行済株式総数

   ④ 株式分割後の発行可能株式総数

   （※）上記発行済株式総数は、

 

（３）分割の日程 

   基準日公告日  平成29

   基準日     平成29

   効力発生日   平成29

 

（４）新株予約権の払込金額・行使価額の調整

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成

降、以下のとおり調整いたします。

（新株予約権） 

新株予約権の名称

第６回新株予約権

（平成25年２月８日
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株式分割並びに定款の一部変更に関するお知らせ 

日開催の取締役会において、下記のとおり株式分割並びに株式分割に

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

記 

債務超過の確実な解消と将来的な成長・企業規模拡大のため、また、支配株主の持

株比率も高まっていることから、今後の機動的な資本増強も視野に入れて、

の向上・維持を図ることが必要であると考えており、また、

金額の引き下げにより、小口の投資を好む方などより多くの投資家層にリーチし

投資家層の拡大を図ることを目的として実施いたします。 

（金曜日）を基準日として株主の所有する普通株式を、１株につき、

株の割合をもって分割いたします。 

分割により増加する株式数 

日現在の当社の発行済株式総数   5,304,000株 

今回の株式分割により増加する株式数  5,304,000株 

株式分割後の発行済株式総数   10,608,000株 

株式分割後の発行可能株式総数  11,232,000株 

（※）上記発行済株式総数は、新株予約権等の行使により増加する可能性があります。

29年６月15日（木曜日） 

29年６月30日（金曜日） 

29年７月１日（土曜日） 

（４）新株予約権の払込金額・行使価額の調整 

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成

降、以下のとおり調整いたします。 

新株予約権の名称 調整後行使価額 調整前行使価額

第６回新株予約権 

年２月８日 取締役会決議） 
339円 

平成29年５月16日 

夢 展 望 株 式 会 社 

長 濱中 眞紀夫 

 東証マザーズ） 

専務取締役管理本部長 田中 啓晴 

．072-761-9293） 

下記のとおり株式分割並びに株式分割に

債務超過の確実な解消と将来的な成長・企業規模拡大のため、また、支配株主の持

株比率も高まっていることから、今後の機動的な資本増強も視野に入れて、株式数の増加によ

また、投資単位当たりの

金額の引き下げにより、小口の投資を好む方などより多くの投資家層にリーチし、個人・法人

 

（金曜日）を基準日として株主の所有する普通株式を、１株につき、２

 

新株予約権等の行使により増加する可能性があります。 

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成 29 年７月１日以

調整前行使価額 

677円 
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３． その他 

（１）資本金について 

今回の株式分割について資本金の変更はございません。 

平成29年３月31日現在の資本金  100百万円 

 

（２）望ましい投資単位の考え方について 

今回の株式分割により東京証券取引所の有価証券上場規程第445 条に定める、望ましい投資

単位の水準である5 万円以上50 万円未満を下回ることが想定されますが、当社といたしまし

ては、債務超過の確実な解消と将来的な成長・企業規模拡大のため、また、支配株主の持株比

率も高まっていることから、今後の機動的な資本増強も視野に入れて株式の流動性の向上・維

持を図っていくとともに、より多くの方に株主となっていただき当社の知名度を向上させてま

いりたいと考えております。また、公平かつ確実な方法で流通株式数の増加を図りたく、本件

株式分割を行うものであります。この機会に投資いただいた方をはじめとする株主の皆様のご

期待に応えるべく、今後予定している株主優待の新設を含め、引き続き企業価値の向上及び株

価向上策に取り組み、望ましいとされる投資単位の水準への移行及びその維持に努めてまいり

ます。 

 

４． 株式分割に伴う定款の一部変更 

（１）変更の理由 

今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第２項の規程に基づき、平成 29 年７月１日（土曜

日）をもって、当社定款第６条で定める発行可能株式総数を変更いたします。 

 

（２）変更の内容 

 （下線部分は変更内容） 

現行定款 変更後 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、5,616,000株

とする。 

第６条（発行可能株式総数） 

当会社の発行可能株式総数は、11,232,000株

とする。 

 

（３）変更の日程 

効力発生日  平成29年７月１日（土曜日）  

以上 


